
○
人
事
委
員
会
規
則

○
告

示

人
事
委
員
会
規
則

令
和
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
の
適
用
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

令
和
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

令
和
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則

（
令
和
三
年
十
二
月
に
技
能
労
務
職
員
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
期
末
手
当
を
支
給
さ
れ
た
者

に
つ
い
て
の
特
例
）

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

法
令
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
と
す
る
。

一

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
四
十
四

号
）

二

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
五
十
二
号
）

三

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
二
十

三
号
）

四

人
事
委
員
会
が
前
三
号
に
準
ず
る
も
の
と
認
め
た
法
令

２

改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
適
用
を
受
け
る
者
と
す
る
。

３

改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
相
当
す
る
規
定

の
例
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
調
整
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
端
数
計
算
）

第
二
条

改
正
条
例
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
額
又
は
調
整
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置

の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

四

年

第
三
一
一
号

五
月
二
十
七
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
人
事
委
規
則
・
告
示
）

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

一



医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

つ
る
み
薬
局

株
式
会
社
Ｔ
Ｅ
Ａ

Ｍ

別
府
市
荘
園
町
六
組
四

令

四
・

四
・

一

つ
つ
み
薬
局

有
限
会
社
つ
つ
み

薬
品

速
見
郡
日
出
町
字
東
堀
三
四
一
一－

一

令

四
・

五
・

一

医
療
法
人
鶴
陽
会

岩
尾
病
院

医
療
法
人
鶴
陽
会

日
田
市
淡
窓
二
丁
目
四－

二
九

令

四
・

五
・

一

藤
野
循
環
器
科
内

科
医
院

医
療
法
人
藤
野
循

環
器
科
内
科
医
院

臼
杵
市
大
字
二
王
座
三
四
番
地

令

四
・

五
・

一

吉
田
医
院

医
療
法
人
武
史
会

臼
杵
市
大
字
掻
懐
一
四
六
八
番
地
の
一

令

四
・

五
・

一

岩
男
病
院

医
療
法
人
慈
愛
会

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
三
〇
五
九
番
地

一

令

四
・

五
・

一

た
て
い
し
調
剤
薬

局

株
式
会
社
た
か
だ

調
剤
薬
局

杵
築
市
山
香
町
大
字
立
石
一
二
六
三－

一
一

令

四
・

四
・

一

ジ
ェ
イ
・
エ
イ
薬

局

株
式
会
社
Ｊ
Ａ
い

こ
い
の
村

杵
築
市
大
内
七
七
〇
七－
二

令

四
・

五
・

一

な
の
は
な
薬
局

株
式
会
社
ピ
ー
ズ

カ
ン
パ
ニ
ー

国
東
市
武
蔵
町
古
市
九
〇
番
の
四

令

四
・

五
・

一

有
限
会
社
オ
カ
ハ

チ
薬
局

有
限
会
社
オ
カ
ハ

チ
薬
局

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
一
六
四
番
地
の

七

令

四
・

五
・

二

㈲
友
松
薬
局
野
津

店

有
限
会
社
友
松
薬

局

臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
北
町
一
二

二－

一

令

四
・

五
・

一

フ
ァ
ン
薬
局
新
別

府
病
院
前

株
式
会
社
フ
ァ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル

別
府
市
大
字
鶴
見
字
五
反
四
一
四
二
番

地

令

四
・

五
・

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
リ
ハ
ビ
リ

倶
楽
部
樹
の
子

特
定
非
営
利
活
動

法
人
地
域
リ
ハ
ビ

リ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
会

中
津
市
新
博
多
町
一
七
〇
八
番
地

令

四
・

六
・

一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

三
好
泌
尿
器
科
医

院

三
好
医
院

臼
杵
市
大
字
海
添
五
八
番
地
の
五

令

四
・

四
・

一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

休
止
年
月
日

佐
伯
市
国
民
健
康
保

険
米
水
津
診
療
所

佐
伯
市

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦
一
二

三
九
番
地
二

令

四
・

四
・

一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

廃
止
年
月
日

楠
眼
科

木
村

守
一

別
府
市
楠
町
三
八
二－

七

令

三
・
一
一
・

八

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

二



ス
カ
イ
メ
デ
ィ
カ
ル

つ
る
み
薬
局

株
式
会
社
ス
カ
イ
メ

デ
ィ
カ
ル
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

別
府
市
荘
園
六
組
四

令

四
・

三
・
三
一

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

徳
丸
け
さ
み
つ
後
援

会

徳
丸

計
佐
光

中
村

由
美

大
分
市
金
池
町
五－

一－

二
〇

○
公

告

役

名

氏

名

住

所

監

事

猪

原

賢

次

大
分
市
大
字
国
分
一
二
一
四
番
地
の
一

役

名

氏

名

住

所

監

事

江

良

英

幸

大
分
市
大
字
国
分
八
九
六
番
地
の
三

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

役

名

氏

名

住

所

理

事

木

付

幸

一

速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
五
〇
一
八
番
地
五

〃

宮

田

博

仁

〃

大
字
藤
原
六
四
五
八
番
地
一

〃

長

野

典

明

〃

大
字
藤
原
六
五
一
三
番
地
一
一

〃

工

藤

要

一

〃

大
字
藤
原
五
二
五
四
番
地
四
〇

〃

二

宮

敬

弘

〃

大
字
藤
原
五
一
六
五
番
地

〃

前

田

史

朗

〃

大
字
藤
原
五
八
四
〇
番
地
五

〃

楠

賢

治

〃

大
字
藤
原
六
四
五
九
番
地

監

事

木

付

直

治

〃

大
字
藤
原
六
五
五
五
番
地
一

〃

二

宮

洋

二

〃

大
字
藤
原
五
〇
九
四
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

木

付

幸

一

速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
五
〇
一
八
番
地
五

〃

宮

田

博

仁

〃

大
字
藤
原
六
四
五
八
番
地
一

〃

工

藤

要

一

〃

大
字
藤
原
五
二
五
四
番
地
四
〇

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

次
の
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、
又
は
支
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

そ
の
他
の
政
治
団
体

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
初
瀬
井
路

土
地
改
良
区
（
大
分
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
藤
原
土
地

改
良
区
（
速
見
郡
日
出
町
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

三



〃

長

野

典

明

〃

大
字
藤
原
六
五
一
三
番
地
一
一

〃

二

宮

敬

弘

〃

大
字
藤
原
五
一
六
五
番
地

〃

前

田

史

朗

〃

大
字
藤
原
五
八
四
〇
番
地
五

〃

楠

賢

治

〃

大
字
藤
原
六
四
五
九
番
地

監

事

木

付

直

治

〃

大
字
藤
原
六
五
五
五
番
地
一

〃

二

宮

洋

二

〃

大
字
藤
原
五
〇
九
四
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
企
業
局
長

磯

田

健

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
種
類
及
び
数
量

薬
品
（
ポ
リ
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
）
（
年
間
単
価
契
約
）

規
格

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ
一
四
七
五

予
定
購
入
数
量

約
千
三
百
ト
ン

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
企
業
局

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
四
月
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

エ
ア
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社

福
岡
事
業
所

所
長

梶

山

茂

典

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
上
呉
服
町
十
番
一
号

五

落
札
金
額

一
ト
ン
当
た
り
二
万
六
千
二
百
九
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
三
月
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

四


